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(57)【要約】
【課題】ＰＯＭの有する優れた物性を損ねることなく安定的に十分な量のＣＮＴを配合し
、所望の導電性を備えたＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹脂複合材料を提供すること。
【解決手段】ＰＯＭ１００質量部に対し、ＣＮＴを０．１質量部以上２０質量部未満含有
する樹脂複合材料であって、樹脂複合材料の酸化アルミニウム含量が４００ｐｐｍ以下で
ある導電性樹脂複合材料。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリアセタール樹脂およびカーボンナノチューブからなる樹脂複合材料であって、該ポリ
アセタール樹脂１００質量部に対し該カーボンナノチューブを０．１質量部以上２０質量
部未満含有し、かつ該樹脂複合材料の酸化アルミニウム含量が４００ｐｐｍ以下であるこ
とを特徴とする導電性樹脂複合材料。
【請求項２】
ポリアセタール樹脂およびカーボンナノチューブからなる樹脂複合材料であって、該ポリ
アセタール樹脂１００質量部に対し該カーボンナノチューブを０．１質量部以上２０質量
部未満含有し、かつ該樹脂複合材料の酸化アルミニウム含量が１００ｐｐｍ以下であるこ
とを特徴とする導電性樹脂複合材料。
【請求項３】
ポリアセタール樹脂およびカーボンナノチューブからなる樹脂複合材料であって、該ポリ
アセタール樹脂１００質量部に対し該カーボンナノチューブを０．１質量部以上２０質量
部未満含有し、かつ該樹脂複合材料の酸化アルミニウム含量が２５ｐｐｍ以下であること
を特徴とする導電性樹脂複合材料。
【請求項４】
前記カーボンナノチューブの平均繊維外径が１０ｎｍ以上３００ｎｍ以下であることを特
徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の導電性樹脂複合材料。
【請求項５】
前記カーボンナノチューブの平均繊維外径が６０ｎｍ以上１４０ｎｍ未満であることを特
徴とする、請求項４に記載の導電性樹脂複合材料。
【請求項６】
前記カーボンナノチューブが、三次元ネットワーク構造を有し、繊維の分岐部に該繊維よ
りも外径の大きい粒状部を有し、かつ該粒状部より複数の繊維が延出する態様を有するこ
とを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の導電性樹脂複合材料。
【請求項７】
前記ポリアセタール樹脂と前記カーボンナノチューブとを、該ポリアセタール樹脂が熔融
状態となる条件下で配合することを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の導
電性樹脂複合材料。
【請求項８】
前記カーボンナノチューブが、気相成長法で生成されることを特徴とする、請求項１～７
のいずれか一項に記載の導電性樹脂複合材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、混練時に母材樹脂の分解等が起きず良好に配合でき、また、優れた物理特性
、耐疲労性、耐磨耗・摩擦性、耐薬品性、成形性、導電性、低発塵性等を示す、ポリアセ
タール樹脂とカーボンナノチューブとの導電性樹脂複合材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポリアセタール樹脂（以下、ＰＯＭと呼称）は、優れた機械的性質、耐疲労性、耐摩耗
・摩擦性、耐薬品性および成形性を有し、自動車や電気・電子機器の種々の部品、また精
密機械部品、建材・配管部材、生活・化粧用品、玩具、医療部品などの幅広い分野で、最
も広く利用されている樹脂の一つである。こうした優れた樹脂物性を損なうこと無く導電
性等の物性を付与し、さらに用途の拡大および多様化が図られることに大きな期待が寄せ
られている。
【０００３】
一方、カーボンナノチューブ（以下、ＣＮＴと呼称）は、微細炭素繊維とも称され、従来
の炭素繊維に比べてより細く、かつ優れた強度や弾性、熱・電気伝導性を有するという特
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徴から、近年用途の拡大が進んでいる素材である。特に、さまざまな樹脂にＣＮＴを配合
した場合、これまで使用されてきたカーボンブラックや金属粉末、イオン性導電剤に比べ
、母材樹脂の物性を損なわない程度の低い含有率で所望の導電性を得ることができる。そ
のため、ポリカーボネート樹脂などにＣＮＴを配合した導電性樹脂複合材料が、ＩＴ部品
等の製造で用いる搬送用トレイの成形部材などで広範囲に使用されていることが開示され
ている（特許文献１～１１参照）。
【０００４】
　これまでいくつかの文献（特許文献１２～２０）において、ＰＯＭとＣＮＴとの樹脂複
合材料について報告されており、そのうち、特許文献１３、１４、１５、１６および２０
では、実施例としても記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第０４１６１４２８号公報
【特許文献２】特開２００１－２５６６２１号公報
【特許文献３】特許第０４２３９３４７号公報
【特許文献４】特許第０４２３９３４８号公報
【特許文献５】特許第０４２３９３４９号公報
【特許文献６】特許第０４２１４６５４号公報
【特許文献７】特開２００２－１７５７２３号公報
【特許文献８】特許第０４３２４９４４号公報
【特許文献９】特開２００６－３１２７４１号公報
【特許文献１０】特開２００９－１８４６８１号公報
【特許文献１１】特開２０１０－１０８９２５号公報
【特許文献１２】特開２００２－１２９０２３号公報
【特許文献１３】特開２００３－３４７５１号公報
【特許文献１４】特開２００３－３４６４４３号公報
【特許文献１５】特許第４２２９８３８号公報
【特許文献１６】ＷＯ２００３／５５０５４号公報
【特許文献１７】特開２００７－６５４９４号公報
【特許文献１８】特開２００７－６５４９５号公報
【特許文献１９】特開２００３－３３５８７１号公報
【特許文献２０】特開２００８－１８９８９１号公報
【特許文献２１】特許第３７７６１１１号公報
【特許文献２２】特許第３７６１５６１号公報
【特許文献２３】特開２００７－１３８３４１号公報
【特許文献２４】特公表２００９－５３３３１２号公報
【特許文献２５】特公表２００９－５２０６７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、実際に従来技術によりＰＯＭにＣＮＴを配合しようとした場合、熔融状態
のＰＯＭにＣＮＴが混合接触すると、ＣＮＴの配合量が多いほど該樹脂の分解によりホル
ムアルデヒドガスが発生し、押出機による混練ではストランドがうまく引けないなど、樹
脂が脆弱化するという現象が生じた。前記の文献には、ＰＯＭとＣＮＴとの混練によって
ＰＯＭが分解するという記載や示唆等は存在していない。また、ＣＮＴと同じ炭素系の素
材であるカーボンブラックとＰＯＭとの樹脂複合材料等は広く普及しているにもかかわら
ず、これまで産業上実用に供されたＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹脂複合材料は一切なかった。
さらに、該導電性樹脂複合材料を得たとする製造方法の実例についても、特許文献１３、
１４、１５、１６および２０に記載の実施例の他に報告されたことはなかった。
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【０００７】
ＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹脂複合材料の用途としては、例えばハードディスクドライブ用ラ
ンプなどが考えられる。この用途では、主にＣＮＴを含有しないポリアセタール樹脂成形
品が使用されてきたが、非導電性であるために帯電が生じ易いという欠点があり、近年の
ハードディスクの高容量化、高密度化にともない、ランプの帯電による磁気ヘッドへのダ
メージが問題となってきている。
【０００８】
しかし、ランプの成形材料として、ポリアセタール樹脂にカーボンブラックや炭素繊維な
どの導電性フィラー材を添加した導電性樹脂複合材料を用いると、サスペンションアーム
との摩擦摺動によって、導電性フィラー材が脱落してパーティクルや摩耗粉が発生し、こ
れにより磁気ヘッドや磁気ディスクが破壊するという問題が生じる。また、炭素繊維（一
般に繊維径７～１２μｍ、繊維長５０～５００μｍ）を充填した場合には、サスペンショ
ンの傷付きの問題もある。
【０００９】
　本発明者らは、ＰＯＭにＣＮＴを配合しようとする前記課題を解決するために鋭意検討
した結果、一般的に入手できるＣＮＴを加熱熔融状態のＰＯＭと混練すると、該ＣＮＴに
含まれる不純物の一種である酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３、アルミナ）が、ＰＯＭを分
解してホルムアルデヒドガスを発生させ、ＰＯＭにＣＮＴを安定に混合分散させることを
妨げる原因となることを突き止めた。本発明は、ＰＯＭの有する優れた物性を損ねること
なく安定して十分な量のＣＮＴを配合し、所望の導電性を備えたＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹
脂複合材料を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、酸化アルミニウムを含まない、あるいは酸化アルミニウム含有量の低い
ＣＮＴを調製し、ＰＯＭと混練することで、酸化アルミニウムの実用的な許容含有率を検
討し、ＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹脂複合材料を得ることを可能とした。また、このＰＯＭ／
ＣＮＴ導電性樹脂複合材料が、優れた導電性を示すことを突き止め、本発明の完成に至っ
た。すなわち本発明は、以下に示すＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹脂複合材料に関する。
【００１１】
１．ポリアセタール樹脂およびカーボンナノチューブからなる樹脂複合材料であって、該
ポリアセタール樹脂１００質量部に対し該カーボンナノチューブを０．１質量部以上２０
質量部未満含有し、かつ該樹脂複合材料の酸化アルミニウム含量が４００ｐｐｍ以下であ
ることを特徴とする導電性樹脂複合材料。
【００１２】
　２．ポリアセタール樹脂およびカーボンナノチューブからなる樹脂複合材料であって、
該ポリアセタール樹脂１００質量部に対し該カーボンナノチューブを０．１質量部以上２
０質量部未満含有し、かつ該樹脂複合材料の酸化アルミニウム含量が１００ｐｐｍ以下で
あることを特徴とする導電性樹脂複合材料。
【００１３】
　３．ポリアセタール樹脂およびカーボンナノチューブからなる樹脂複合材料であって、
該ポリアセタール樹脂１００質量部に対し該カーボンナノチューブを０．１質量部以上２
０質量部未満含有し、かつ該樹脂複合材料の酸化アルミニウム含量が２５ｐｐｍ以下であ
ることを特徴とする導電性樹脂複合材料。
【００１４】
　４．前記カーボンナノチューブの平均繊維外径が１０ｎｍ以上３００ｎｍ以下であるこ
とを特徴とする、前記１～３のいずれか一項に記載の導電性樹脂複合材料。
【００１５】
５．前記カーボンナノチューブの平均繊維外径が６０ｎｍ以上１４０ｎｍ未満であること
を特徴とする、前記４に記載の導電性樹脂複合材料。
【００１６】
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　６．前記カーボンナノチューブが、三次元ネットワーク構造を有し、繊維の分岐部に該
繊維よりも外径の大きい粒状部を有し、かつ該粒状部より複数の繊維が延出する態様を有
することを特徴とする、前記１～５のいずれか一項に記載の導電性樹脂複合材料。
【００１７】
　７．前記ポリアセタール樹脂と前記カーボンナノチューブとを、該ポリアセタール樹脂
が熔融状態となる条件下で配合することを特徴とする、前記１～６のいずれか一項に記載
の導電性樹脂複合材料。
【００１８】
　８．前記カーボンナノチューブが、気相成長法で生成されることを特徴とする、前記１
～７のいずれか一項に記載の導電性樹脂複合材料。
【００１９】
　加熱熔融したＰＯＭに対し酸化アルミニウムが作用してこれを分解し、ホルムアルデヒ
ドガスが発生するメカニズムの詳細は不明である。しかし、アルミニウムが両性金属であ
ることから、加熱状況下にて酸成分として働き、ＰＯＭの解重合を引き起こすものと推測
される。特許文献２２、２３に記載されている浮遊触媒気相成長法では、酸化アルミニウ
ム、またはその原料となる金属アルミニウム等は、原料や触媒、あるいは設備機器等から
原則混入しない。しかし、ＣＮＴの一般的な製造方法である基板触媒気相成長法において
は、鉄などの触媒を担持させる基板として酸化アルミニウムが広く用いられているため、
製造されたＣＮＴに必然的に酸化アルミニウムが含まれる。この酸化アルミニウムは、製
造時の温度から考慮して、ほとんどがγ－アルミナの形態であると考えられる。
【００２０】
　本発明の導電性樹脂複合材料は、ＰＯＭの有する優れた特性を損なうことなく、ＣＮＴ
を含有したことにより得られる特性を発揮することができる。そのため、本発明の導電性
樹脂複合材料を用いて得られた成形物は、ＰＯＭとＣＮＴを組み合わせたことにより、十
分な体積電気抵抗値または表面電気抵抗値を得ることができ、さらに、発塵性がわずかで
、摺動性に優れるという特性を持つことも見込まれる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明により、ＰＯＭの優れた物性を損ねることなく安定して十分な量のＣＮＴを配合
し、所望の導電性を備えたＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹脂複合材料を提供することができる。
【００２２】
本発明のＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹脂複合材料は、上記説明した酸化アルミニウム含量の低
いＣＮＴをＰＯＭに配合することにより、優れた導電性を有する導電性樹脂複合材料とす
ることができる。ＰＯＭとＣＮＴを組み合わせたことで、ＣＮＴが脱落しにくい特性を有
するようになり、該導電性樹脂複合材料は幅広い成形条件に対応し、かつその成形物は低
発塵性であることから、摺動時に安定した低い接触電気抵抗の要求される電気接点部材、
特に優れた導電性・摺動性が要求される画像形成装置内の感光体フランジやプロセスカー
トリッジ部品、軸受け部材等幅広い用途に適用可能な導電性材料が提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明参考例１のＴＧの測定結果を示した図である。
【図２】本発明参考例１のＤＴＡの測定結果を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明について説明する。
本発明におけるＰＯＭとしては、オキシメチレン基（－ＯＣＨ２－）を主たる構成単位と
する高分子化合物であって、実質的にオキシメチレン単位の繰返しのみからなるポリアセ
タールホモポリマーまたはポリオキシメチレン、オキシメチレン単位以外に、他のコモノ
マー単位を少なくとも一種含有するポリアセタールコポリマーなどが代表的なものとして
挙げられる。さらにＰＯＭとして、慣用のポリアセタール樹脂、例えば、分岐形成成分や
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架橋形成成分を共重合することにより分岐構造や架橋構造が導入された共重合体、更には
、オキシメチレン基の繰返しを構成単位として有するブロック共重合体やグラフト共重合
体なども含まれる。これらの樹脂は、単独でまたは二種以上を組み合わせて、本発明のＰ
ＯＭとして使用できる。
【００２５】
前記のポリアセタールコポリマーに含有されるコモノマーとしては、環状ホルマールやエ
ーテルが用いられる。例えば、１，３－ジオキソラン、２－エチル－１，３－ジオキソラ
ン、２－プロピル－１，３－ジオキソラン、２－ブチル－１，３－ジオキソラン、２，２
－ジメチル－１，３－ジオキソラン、２－フェニル－２－メチル－１，３－ジオキソラン
、４－メチル－１，３－ジオキソラン、２，４－ジメチル－１，３－ジオキソラン、２－
エチル－４－メチル－１，３－ジオキソラン、４，４－ジメチル－１，３－ジオキソラン
、４，５－ジメチル－１，３－ジオキソラン、２，２，４－トリメチル－１，３－ジオキ
ソラン、４－ヒドロキシメチル－１，３－ジオキソラン、４－ブチルオキシメチル－１，
３－ジオキソラン、４－フェノキシメチル－１，３－ジオキソラン、４－クロルメチル－
１，３－ジオキソラン、１，３－ジオキカビシクロ［３．４．０］ノナン、エチレンオキ
シド、プロピレンオキシド、ブチレンオキシド、エピクロルヒドリン、スチレンオキシド
、オキシタン、３，３－ビス（クロロメチル）オキセタン、テトラヒドロフラン、および
オキセパン等が挙げられる。これらの中でも１，３－ジオキソランが特に好ましい。
【００２６】
コモノマーの添加量は、ポリアセタール１００質量部に対して０．２～３０質量部が好ま
しく、より好ましくは０．５～２０質量部である。コモノマーの使用量がこれより多い場
合は重合収率が低下し、少ない場合は熱安定性が低下する。
【００２７】
　本発明におけるＣＮＴは、平均繊維径１０ｎｍ～３００ｎｍのものが好ましい。特に好
ましいＣＮＴは、平均繊維径６０ｎｍ以上１４０ｎｍ未満のものである。平均繊維径が１
０ｎｍ未満のＣＮＴでは、比表面積が大きいため繊維同士の凝集性が強く、ＰＯＭに均質
に混合分散させることが困難となる。平均繊維径が３００ｎｍを超えるＣＮＴでは、質量
当たりの総繊維長が短く、所望の導電性を得るために多量のＣＮＴをＰＯＭに配合する必
要があり、導電性樹脂複合材料の物性が損なわれることや経済性の面で好ましくない。
【００２８】
また、該ＣＮＴのアスペクト比は、１０～１００００が好ましい。アスペクト比が１０未
満のＣＮＴでは、導電経路の形成のために多量のＣＮＴをＰＯＭに混合する必要があり、
発塵性が高まる。アスペクト比が１００００を超えるＣＮＴでは、繊維長が長すぎて混練
中にＣＮＴの凝集体がうまくほぐれず、分散性が低下する。
【００２９】
　ポリアセタール樹脂へのＣＮＴの含有率は、ポリアセタール樹脂１００質量部に対して
０．１質量部以上２０質量部未満とすることが必要であり、好ましくは１質量部以上１５
質量部未満、より好ましくは２質量部以上１０質量部未満である。ＣＮＴの含有率が０．
１質量部を下回ると、適度な導電経路が樹脂複合材料内で形成されにくく、実用的な導電
性が得られない。逆にＣＮＴが２０質量部以上になると、樹脂複合材料からのＣＮＴの脱
落が顕著になり発塵性が高まって、前記の機器損傷の原因等となるため実用的ではない。
【００３０】
　本発明に用いるＣＮＴの形状としては、特に制限は無く、ＣＮＴとして入手できるもの
であれば、どのような形状のものでも使用できる。しかし、単純な直線構造のＣＮＴより
も、直線構造と適度な屈曲性もしくは三次元的構造を併せ持つＣＮＴが好ましい。屈曲性
の著しいＣＮＴでは、マトリックス中において、少量添加による効率的な導電経路の形成
が得られない恐れがある。好ましい形状としては、ＣＮＴ繊維の部分的な屈曲構造や同一
繊維中の分岐構造、部分的・局所的な繊維径の肥大構造などが挙げられる。そうした構造
のＣＮＴは、ＰＯＭ中において、少量添加により効率的に導電経路を形成し、かつ構造に
由来したアンカー効果が得られるため、直線性が高い、あるいは繊維径が均一であるＣＮ
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Ｔよりも、樹脂複合材料からの発塵性をより低く抑えることができる。特許文献２１に開
示されたＣＮＴのように、繊維部よりも径の大きい粒状部と、該粒状部より複数の微細炭
素繊維が延出する態様を有し、全体的に三次元ネットワーク構造を示すＣＮＴなどが、導
電性の発現と発塵性の低減の面でより好ましい。
【００３１】
酸化アルミニウムの含有率は、より低いほうが、母材樹脂であるＰＯＭがより分解しにく
く安定し、酸化アルミニウムを含有しない場合に最も安定する。ＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹
脂複合材料を調製する際に、ＰＯＭとＣＮＴを合わせた質量に対する許容レベルとして、
酸化アルミニウム含有率を４００ｐｐｍ以下とすることが好ましく、１００ｐｐｍ以下と
することがより好ましく、さらに２５ｐｐｍ以下とすることが特に好ましい。
【００３２】
したがって、本発明の導電性樹脂複合材料の部材に用いるＣＮＴは、できるだけ酸化アル
ミニウムを含まないものが好ましい。そうしたＣＮＴの調製方法としては、酸化アルミニ
ウムの混入を防ぐことができる、あるいは混入量を好ましい低いレベルにコントロールで
きる調製方法であれば特に限定されるものではないが、その一例として、浮遊触媒気相成
長法を挙げることができる。該調製方法は、特許文献２２、２３に開示されており、この
方法によれば、原料、工程、製造設備において実質的に酸化アルミニウムが混入しないよ
うにＣＮＴを調製できる。
【００３３】
　また、市販のＣＮＴも使用することができるが、ＰＯＭと安定に混練できるレベルの酸
化アルミニウム含有率となるよう、該ＣＮＴの酸化アルミニウム含量を把握して配合量を
決定しなくてはならない。酸化アルミニウムを含むＣＮＴを、酸化アルミニウムの許容含
有率を超えるレベルで配合する必要がある場合には、該ＣＮＴを何らかの方法で精製し、
含有する酸化アルミニウムを除去あるいはＰＯＭの安定性に影響しないレベルにまで低減
させる必要がある。
【００３４】
本発明のＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹脂複合材料は、ＰＯＭとＣＮＴ以外に、目的とする導電
性樹脂複合材料の物性を維持、発揮、変更あるいは調節等させるために第三の成分を含ん
でも問題ない。しかし、酸化アルミニウムについては、使用するＣＮＴ由来のものでなく
てもＰＯＭの分解の原因となり得るため、最終的に得られる導電性樹脂複合材料において
、酸化アルミニウムの含有率が許容されるレベルとなるよう配慮しなくてはならない。
【００３５】
　前記の第三の成分に関しては次のものが例示できるが、これにより限定されるわけでは
なく、公知の材料を使用することができる。また、これらの成分は、本発明のＰＯＭ／Ｃ
ＮＴ導電性樹脂複合材料に対し、目的に応じて適宜適量を含有させることができる。
（１）ＰＡＮ系またはＰＩＴＣＨ系の炭素繊維
（２）カーボンブラック、金属、イオン性物質などの導電助剤
（３）染料、顔料などの着色剤
（４）熱可塑性ポリウレタンなどの可塑剤
（５）ベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノン系化合物などの紫外線吸収剤
（６）ヒンダードアミン系化合物などの光安定化剤
（７）高密度ポリエチレン、ポリテトラフルオロエチレンなどの潤滑成分
【００３６】
　本発明のＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹脂複合材料は、通常の熱可塑性樹脂の加工方法により
製造すればよい。ＰＯＭとＣＮＴを混合分散する機器としては、バンバリーミキサー、ロ
ール、ブラベンダー、押出機、ニーダーなどが挙げられる。原料は、あらかじめ高速ミキ
サー等で十分攪拌混合した後、こうした機器を用いて熔融混練してもよいし、ＰＯＭをあ
らかじめ加熱熔融させておき、ＣＮＴ等を加え、混練してもよい。ＰＯＭの融点は組成に
よっても異なるが、１６０℃～１８０℃ほどなので、ＰＯＭの加熱熔融は２００℃前後で
行えばよい。
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【００３７】
　本発明のＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹脂複合材料は、さまざまな形に成形して用いることが
できる。該成形は、前記の製造工程で加熱熔融状態にあるＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹脂複合
材料を、そのまま成形型に入れて行うことができる。あるいは、該導電性樹脂複合材料を
いったん冷却固化した後、再度加熱熔融して成形型に入れて成形することもできる。後者
の場合、再度加熱熔融工程でさらにフィラーを添加し、あるいはＰＯＭを追加してＣＮＴ
濃度等を希釈調整することができる。
【００３８】
本発明のＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹脂複合材料の各用途への好ましい適用形態は、以下のと
おりである。もちろん本発明はこれらの形態に限定されるものではない。なお、機器損傷
の原因等となる発塵性は、純水３００ｍｌ中に表面積１００ｃｍ２の該成形品を浸漬し、
１００ｋＨｚの超音波を６０秒間印加した際に該成形品の表面から脱落する粒径０．５μ
ｍ以上のパーティクルの数を測定し、この脱落した粒径０．５μｍ以上のパーティクルの
数が成形品の単位表面積当たり５０００個／ｃｍ２以下である必要がある。５０００個／
ｃｍ２を超えると発塵性が高まり、機器損傷の原因となるため、以下の用途には適さない
。
【００３９】
本発明のＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹脂複合材料の用途としては、例えばパソコン、ノートパ
ソコン、ゲーム機（家庭用ゲーム機、業務用ゲーム機、パチンコ、およびスロットマシー
ンなど）、ディスプレー装置（ＬＣＤ、有機ＥＬ、電子ペーパー、プラズマディスプレー
、およびプロジェクタなど）などの部品や筐体、送電部品（誘電コイル式送電装置のハウ
ジングに代表される）が例示される。
【００４０】
また、別の用途としては、例えばプリンター、コピー機、スキャナー、ファックスおよび
これらの複合機の部品（コピー機等のドラムフランジ、ドラムギア、チャージャーなど）
や筐体が例示される。
【００４１】
さらに別の用途としては、ＶＴＲカメラ、光学フィルム式カメラ、デジタルスチルカメラ
、カメラ用レンズユニット、防犯装置、および携帯電話などの精密機器が例示される。特
に本発明の樹脂組成物は、カメラ鏡筒、デジタルカメラの如きデジタル画像情報処理装置
の筐体、カバー、および枠に好適に利用される。
【００４２】
その他さらに本発明の導電性樹脂複合材料は、マッサージ機や高酸素治療器などの医療機
器、画像・音響機器（ＶＴＲ（Ｖｉｄｅｏ　Ｔａｐｅ　Ｒｅｃｏｒｄｅｒ）、ビデオムー
ビー、デジタルビデオカメラ、カメラ及び、デジタルカメラに代表されるカメラ、又はビ
デオ機器用部品、カセットプレイヤー、ＤＡＴ、ＬＤ（Ｌａｓｅｒ　Ｄｉｓｋ）、ＭＤ（
Ｍｉｎｉ　Ｄｉｓｋ）、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ：ＣＤ－ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏ
ｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＣＤ－Ｒ（Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）、ＣＤ－ＲＷ（Ｒｅｗｒｉ
ｔａｂｌｅ）を含む）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｋ：ＤＶＤ－ＲＯ
Ｍ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ、ＤＶＤ－Ｒ　ＤＬ、ＤＶＤ
＋Ｒ　ＤＬ、ＤＶＤ－ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＤＶＤ－
Ａｕｄｉｏを含む）、Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ、ＨＤ－ＤＶＤ、その他光ディスクドラ
イブ）および電子楽器などの家庭電器製品；パチンコやスロットマシーンなどの遊技装置
；並びに精密なセンサーを搭載する家庭用ロボットなどの部品にも好適なものである。
【００４３】
また本発明の導電性樹脂複合材料は、各種の車両部品、電池、発電装置、回路基板、集積
回路のモールド、光学ディスク基板、ディスクカートリッジ、光カード、ＩＣメモリーカ
ード、コネクター、ケーブルカプラー、電子部品の搬送用容器（ＩＣマガジンケース、シ
リコンウエハー容器、ガラス基板収納容器、磁気ヘッドトレイ、およびキャリアテープな
ど）、帯電防止用または帯電除去部品（電子写真感光装置の帯電ロールなど）、並びに各
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種機構部品（ギア、ターンテーブル、ローター、ネジ、カム、スライダー、レバー、アー
ム、クラッチ、フェルトクラッチ、アイドラギアー、プーリー、ローラー、コロ、キース
テム、キートップ、シャッター、リール、シャフト、関節、軸、軸受け、ガイド、メンブ
レンスイッチ、キースイッチなど。マイクロマシン用機構部品を含む）に利用可能である
。
【００４４】
　また、本発明の導電性樹脂複合材料を用いた成形品としては自動車用の部品も挙げられ
、例えば、ガソリンタンク、フュエルポンプモジュール、バルブ類、ガソリンタンクフラ
ンジ等に代表される燃料廻り部品、ドアロック、ドアハンドル、アシストグリップ・クリ
ップ、ウインドウレギュレータ、スピーカーグリル、モーターギア部品等に代表されるド
ア廻り部品、シートアジャスタ部品、ランバー・サポート、シートベルト用スリップリン
グ、プレスボタン等に代表されるシート・シートベルト周辺部品、ステアリング・コラム
、ＥＣＵケース、カーテンエアバッグ・クリップ、コンビスイッチ部品、スイッチ類、及
びクリップ類の部品が挙げられる。
【００４５】
以下、本発明の実施の形態について、実施例により具体的に説明するが、本発明は、以下
の実施例に限定されるものではない。
【実施例１】
【００４６】
＜原料および機器＞
　本発明の実施例、参考例における原料は、ＰＯＭとして、旭化成ケミカルズ（株）製の
テナック９０５４を用いた。また、ＣＮＴとして、保土谷化学工業（株）製の多層カーボ
ンナノチューブＮＴ－７（繊維外径　　６５ｎｍ、アスペクト比８５０）（以下、ＣＮＴ
－Ａと呼称）、ＣＴ－１２（繊維外径１１０ｎｍ、アスペクト比３００）（以下、ＣＮＴ
－Ｂと呼称）、特許文献２４に基づいて調製したＣＮＴ（以下、ＣＮＴ－Ｃと呼称）およ
び特許文献２５に基づいて調製したＣＮＴ（以下、ＣＮＴ－Ｄと呼称）を用いた。なお、
アスペクト比は、（株）堀場製作所製のレーザ回折／散乱式粒子径分布測定装置ＬＡ－９
５０Ｖ２を用いて、１５秒間超音波分散後のメジアン粒度をＣＮＴの平均直径で割った値
とした。
【００４７】
ＰＯＭとＣＮＴとの混合分散は、（株）日本製鋼所製のベント式二軸押出機ＴＥＸ－３０
ＸＳＳＴ（スクリュー径３０ｍｍ）を用いて行った。また、導電性樹脂複合材料中の酸化
アルミニウムの含有率は、（株）リガク製の蛍光Ｘ線分析器ＺＳＸ　ｍｉｎｉを用いて測
定したＣＮＴに含まれる酸化アルミニウムの含有率と、ＰＯＭとＣＮＴの配合比率から算
出した。
【００４８】
＜導電性樹脂複合材料の製造＞
１００質量部のＰＯＭおよびＰＯＭに対して３質量部のＣＮＴ－ＡをＶ型ブレンダーにて
均一に混合した。前記二軸押出機を用いて、該混合物を最後部の第１投入口に供給した。
該二軸押出機は、第１供給口から第２供給口の間にニーディングディスクによる混練ゾー
ンがあり、その直後に開放されたベント口が設けられていた。ベント口の長さはスクリュ
ー径（Ｄ）に対して約２Ｄであった。かかるベント口の後にサイドフィーダーが設置され
、サイドフィーダー以後に更にニーディングディスクによる混練ゾーンおよびそれに続く
ベント口が設けられていた。かかる部分のベント口の長さは約１．５Ｄであり、その部分
では真空ポンプを使用し約３ｋＰａの減圧度とした。押出は、シリンダー温度１８０℃（
スクリュー根元のバレル～ダイスまでほぼ均等に上昇）、スクリュー回転数１８０ｒｐｍ
、および時間当りの吐出量２０ｋｇの条件で１０分間行った。押出されたストランドを水
浴において冷却した後、ペレタイザーにより切断しペレットを作製した。作製した導電性
樹脂複合材料の製造結果および評価結果を表１にまとめて示した。
【００４９】
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続いて、得られたペレットを１２０℃で５時間、熱風循環式乾燥機にて乾燥した後、射出
成形機を用いて、シリンダー温度１８０℃、金型温度８０℃、射速２０ｍｍ／ｓｅｃ、な
らびに成形サイクル約６０秒の条件で、試験片を作製した。得られた導電性樹脂複合材料
の体積電気抵抗率および表面電気抵抗率を測定した。さらに、参考として発塵性（面積換
算塵埃量）の測定も実施した。
【００５０】
（１）体積電気抵抗率および表面電気抵抗率
射出成形した試験片（５０×９０×３ｍｍ）の表面抵抗を、（株）三菱化学アナリテック
製のロレスタＧＰ（ＭＣＰ－Ｔ６００型）およびハイレスタＵＰ（ＭＣＰ－ＨＴ４５０型
）を用いて測定した。測定位置および測定方法はＪＩＳ　Ｋ　７１９４（導電性プラスチ
ックの４探針法による抵抗率試験方法）を参考にした。測定結果を表１に示した。
【００５１】
（２）発塵性
純水で洗浄した５００ｍＬビーカーに、純水３００ｍＬを注加し、射出成形した表面積１
００ｃｍ２の成形品を1枚浸漬させた。その後、本多電子（株）製の３周波マルチ超音波
洗浄機サンパＷ－１１３　１００ｋＨｚにより超音波を1分間印加した。その後、抽出し
た純水を液中パーティクルカウンター（リオン（株）製光散乱式自動粒子計数器：ＫＬ－
２０Ａ、リオン（株）製ベローズサンプラー：Ｋ９９０４）で吸引し、塵埃粒子径０．５
μｍ以上の発塵量を測定した。測定結果を表１に示した。
【実施例２】
【００５２】
１００質量部数のＰＯＭおよびＰＯＭに対して３．５質量部のＣＮＴ－Ｂを用いた以外は
、実施例１と同様の条件でペレットを作製した。作製した導電性樹脂複合材料の製造結果
および評価結果を表１にまとめて示した。また、得られたペレットから実施例１と同様の
条件で、試験片を作製した。そして、実施例１と同様の方法にて、体積電気抵抗率および
表面電気抵抗率、さらに、参考として発塵性の測定も実施した。測定結果を表１に示した
。
【実施例３】
【００５３】
１００質量部数のＰＯＭおよびＰＯＭに対して３質量部のＣＮＴ－Ｃを用いた以外は、実
施例１と同様の条件でペレットを作製した。作製した導電性樹脂複合材料の製造結果およ
び評価結果を表１にまとめて示した。
【００５４】
［比較例１］
比較のため、１００質量部数のＰＯＭおよびＰＯＭに対して３．５質量部のＣＮＴ－Ｃを
用いて、実施例１と同様の条件でペレットを作製した。作製した導電性樹脂複合材料の製
造結果および評価結果を表１にまとめて示した。
【００５５】
［比較例２］
比較のため、１００質量部数のＰＯＭおよびＰＯＭに対して３質量部のＣＮＴ－Ｄを用い
て、実施例１と同様の条件でペレットを作製した。作製した導電性樹脂複合材料の製造結
果および評価結果を表１にまとめて示した。
【００５６】
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【表１】

【００５７】
表１に示すように、酸化アルミニウムを含まないＣＮＴを用いた場合（実施例１、２）、
ＰＯＭ／ＣＮＴ導電性樹脂複合材料をなんら問題なく製造することができた。また、酸化
アルミニウムを含むＣＮＴを適量用いて酸化アルミニウム含量を４００ｐｐｍ以下とした
場合（実施例３）、ホルムアルデヒドガスがやや発生したものの、導電性樹脂複合材料の
ストランドを引くことが出来た。一方、酸化アルミニウムが４００ｐｐｍを超える場合（
比較例１、２）においては、ホルムアルデヒドガスがかなり発生し、導電性樹脂複合材料
のストランドを引くことは出来なかった。特に、酸化アルミニウム含量が約２２００ｐｐ
ｍである比較例２では、ＰＯＭの分解が顕著であった。発塵性に関しては、ＣＮＴ－Ａを
用いて作製した実施例１の面積換算塵埃量が、ＣＮＴ－Ｂを用いて作製した実施例２と比
較して、より少ないことがわかった。
【００５８】
［参考例１］＜ＰＯＭ加熱時に及ぼす酸化アルミニウムの影響＞
次に、ＰＯＭ加熱時に及ぼす酸化アルミニウムの影響を調べるため、ＰＯＭに酸化アルミ
ニウムをそれぞれ１．３％（１３０００ｐｐｍ）、９．３％（９３０００ｐｐｍ）添加し
た試料を作製し、ＴＧ－ＤＴＡ（マックサイエンス製のＴＧ－ＤＴＡ装置）を測定した。
測定条件は以下の通りである。ＰＯＭペレット１個（約１２．５ｍｇ）をα－アルミナ製
試料ホルダーに入れ、γ－アルミナを少量添加した後、空気気流下、１０℃／分の速度で
昇温し、測定を行った。γ－アルミナはＵＯＰ製擬ベーマイト粉Ｖｅｒｓａｌ　２５０を
８００℃で焼成して作製したものを使用した。比較のため、ＰＯＭのみでの測定も実施し
た。得られたＴＧの測定結果およびＤＴＡの測定結果をそれぞれ図１および図２に示した
。
【００５９】
図１および図２に示すように、（１）ＰＯＭのみの試料をＴＧ－ＤＴＡにて測定した場合
、１８０℃付近において吸熱ピークが見られるが（図２－（１））、重量減少はなく（図
１－（１））、熔融に相当するものと考えられる。また、２５０℃以上にて熱分解が見ら
れた。これに対し、（２）ＰＯＭに酸化アルミニウムを１．３％添加した試料では、１８
０℃付近においてわずかに重量減少が見られ（図１－（２））、分解開始温度はＰＯＭの
みの場合と比べ、低温側にシフトしていた（図１－（２）、図２－（２））。さらに（３
）酸化アルミニウムを９．３％添加した試料においてはこの傾向が顕著であり、１８０℃
付近の熔融とともに重量減少が始まっていた（図１－（３）、図２－（３））。
【００６０】
上記ＴＧ－ＤＴＡの測定結果より、ＰＯＭに含まれている酸化アルミニウムが、加熱時に
樹脂の分解を促進することが示唆される。またこの結果は、酸化アルミニウムの含有量が
４００ｐｐｍを超える導電性樹脂複合材料を製造した際に、ホルムアルデヒドガスの発生
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により、導電性樹脂複合材料のストランドを引くことができなかった表１の比較例１、２
の結果とよく一致するものである。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
本発明の導電性樹脂複合材料は、ＯＡ機器分野、電気電子機器分野などの各種工業用途に
極めて有用であり、その奏する工業的効果は極めて大である。
【００６２】
すなわち、かかる特性によって、該導電性樹脂複合材料は幅広い成形条件に対応し、かつ
その成形物は低発塵性であることから、摺動時に安定した低い接触電気抵抗の要求される
電気接点部材、特に優れた導電性・摺動性が要求される画像形成装置内の感光体フランジ
やプロセスカートリッジ部品、軸受け部材等幅広い用途に適用可能な導電性材料が提供で
きる。

【図１】

【図２】
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